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令和 7年度全国災害時保健師等チーム協議会 

議事次第 

 

 

日時：令和８年３月 1３日（金）17:00-19:00 

オンライン（Zoom） 

 

（議事） 

 

1 当面の保健師等チーム協議会の進め方について 

 

2 保健師等チーム協議会の協議事項について 

 

１） 災害時保健師等チーム意見交換会での主な意見等 

 

２） １）を踏まえた協議事項案 

 

（１） 被害想定の標準モデルに応じた調整方法等の対応 

 

（２） 保健師等チームの役割の再整理 

 

（３） 被災情報などの共有と活用 

 

（４） 人材育成 

 

３） 協議事項の論点 

 

（配布資料） 

           資料 1   当面の協議会の進め方と協議事項について 

        参考資料１  全国災害時保健師等チーム協議会の設置について（周知） 
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「全国災害時保健師等チーム協議会」構成員名簿 

（敬称略・五十音順） 

 

（オブザーバー） 

国立保健医療科学院 統括研究官  奥田 博子 

日本看護協会 常任理事  松本 珠実 

 

区分（所属） 氏名 

各自治体（都道府県、指定都市・中核市・特別区、その他市町村）

に所属する保健師（大阪市西淀川区保健福祉センター 保健主幹） 
足立 礼子 

全国衛生部長会長 

（高知県理事（保健医療担当）・兼健康政策部医監） 
家保 英隆 

全国保健所管理栄養士会長（新潟県十日町地域振興局健康福祉部

（新潟県十日町保健所）地域保健課 課長代理） 
磯部 澄枝  

自治体に所属する事務職員（静岡県健康福祉部福祉長寿局福祉長寿

政策課福祉長寿政策班長） 
内田 知康  

自治体に所属する事務職員（千葉市総合政策局 危機管理監） 相楽 俊洋 

各自治体（都道府県、指定都市・中核市・特別区、その他市町村）

に所属する保健師（富山県厚生部医務課  主幹・保健看護係長） 
平 和美 

全国 DHEAT協議会幹事会幹事長（栃木県保健福祉部医療政策課 

主幹・とちぎ地域医療支援センター 専任医師） 
早川 貴裕 

全国保健所長会長（久留米市保健所長） 藤田 利枝 

全国保健師長会長（福島県保健福祉部 健康づくり推進課 主幹） 前田  香 

各自治体（都道府県、指定都市・中核市・特別区、その他市町村）

に所属する保健師等（北海道厚真町 住民課 参事） 
宮本 幸世 

各自治体（都道府県、指定都市・中核市・特別区、その他市町村）

に所属する保健師等（管理栄養士）（兵庫県伊丹健康福祉事務所

（保健所） 副所長 兼 健康管理課長） 

諸岡 歩 
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全国災害時保健師等チーム協議会設置要綱 

 

１．設置目的 

大規模災害の発生に備え、被災都道府県及び被災市区町村に対する迅速な支

援・協力体制を確立するため、災害時における保健師等チームの広域応援派遣

の運用及び災害時の保健師等チームの活動等について協議する場として、全国

災害時保健師等チーム協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

 

２．協議事項 

（１）災害時における保健師等チームの広域応援派遣の体制整備に係る事項 

（２）災害時における保健師等チームの役割、活動及び運用に係る事項 

（３）保健師等チームの人材育成に係る事項 

（４）保健師等チームと保健医療福祉活動チームの関係及び保健師等チームと

DHEAT 等の関係のあり方に係る事項 

（５）その他必要な事項 

 

３．構成員等 

（１）構成員は、以下のとおりとする。 

ア 全国保健師長会長 

イ 全国衛生部長会長 

ウ 全国保健所長会長 

エ 全国 DHEAT 協議会幹事会幹事長 

オ 全国保健所管理栄養士会長 

カ 各自治体（都道府県、指定都市・中核市・特別区、その他市町村）に所

属する保健師等のうち全国災害時保健師等チーム協議会代表が選任す

る者 

キ 自治体に所属する事務職員のうち全国災害時保健師等チーム協議会代

表が選任する者 

（２）オブザーバーとして国立保健医療科学院に所属する者が参画する。 

（３）その他必要に応じてオブザーバーとして、学識経験者、全国規模の災害時

活動組織等に所属する者の参画を求めることができる。 

（４）代表は全国保健師長会長、副代表は全国保健所長会長とする。 

なお、構成員の選任に当たっては、厚生労働省健康・生活衛生局健康課長
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の意見を考慮する。 

 

４．開催 

協議会は、代表が年１回招集する。ただし、必要に応じて臨時に招集するこ

とができる。 

また、代表は、必要に応じて協議会の下に、協議事項の詳細を検討するため

のワーキンググループを設置することができる。 

 

５．任期 

  ３（１）カ及びキの構成員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

 

６．事務局 

協議会の事務局は、厚生労働省と連携し、保健師等チーム事務局（一般財団

法人日本公衆衛生協会）が担う。 

 

７．費用 

協議会の開催に係る費用（協議会の構成員の出席旅費を含む。）は、健康危

機緊急時対応体制整備事業で負担する。 

 


